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千歳市市民評価会議 



１ 市民による行政評価制度「市民行政アセス」の評価結果 

 

(1) 評価におけるポイント 

各施策は、次の項目をポイントに評価を行いました。 

①「市民が満足する取組となっているか」 

②「市民協働による実施が可能であるか」 

③「施策目標の達成状況は順調か」 

④「事業内容は市民ニーズに合致しているか」 

⑤「評価表の記載内容について改善は必要か」 

⑥「市民が求める情報提供が行われているか」 

※ 評価及び理由・意見については、新型コロナウイルスの影響を踏まえたもの 

（新型コロナウイルスへの対策等）としておりません。 

 

(2) 評価全般に関する意見 

① 「成果指標」の設定について、毎年測ることができない、サンプルが限定的であ

る、その時々の事象に影響される等のアンケート調査を基にしているものや、市民

の期待に即さないものなど、指標の設定や目標数値が適正ではないと思われるもの

が見受けられる。必要に応じて指標のみならず必要な実績やデータを参考として提

示するなど、成果を正しく伝えるための工夫をしていただきたい。 

②  実施している取組や内容が市民全体に伝わっていないものが見受けられる。各

担当課の実施している取組について広く市民にわかりやすく伝える工夫をお願い

したい。 

③ 各施策は他の施策とも繋がっており、それぞれの施策や事業の目標を達成するた

めには、個々の施策や担当課だけでなく、枠を超えた連携が必要となってくると思

われるので、施策や担当課の垣根を越えた取組に期待したい。 

④ 新型コロナウイルスの感染により、市民生活や社会環境への影響が続くことを念

頭に置き、各施策は必要に応じて本評価の結果によらず、事業の拡充とコストの重

点化を必要に応じて適切に実施していただきたい。 

 

(3) 市民評価会議の評価結果 

市民評価会議では、一次評価の妥当性及び施策の今後の展開・事業の見直し等につ

いて、「事業構成の妥当性」、「施策の成果・進捗状況」及び「総合評価（部次長評価）」

に基づいて、「総評」及び「今後の方向性」の評価を行いました。 

その結果、評価対象となった教育委員会が実施する２施策のうち、施策内容の方向

性は、『拡充』が１施策、『維持』が１施策、実施コストの方向性は、『重点化』が２

施策となりました。 
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 (4) 各施策に関する評価結果 

① 「特別支援教育の充実」 

 

市民行政アセス（市民評価会議）評価結果 

総 
 

評 

 一次評価については、担当課とのヒアリングを通じて、実施内容・評価内

容を確認した結果、妥当であると判断する。 

施
策
内
容 

の
方
向
性 

維 持 
拡 充：事業内容を拡大・充実させる。 

維 持：現在の水準を維持する。 

縮 小：事業を縮小する。 

実
施
コ
ス
ト 

の
方
向
性 

重点化 
重点化：事務事業のコストの重点化を図る。 

維 持：事務事業のコストは現状を維持する。 

効率化：事務事業のコストを抑制する。 

理

由

及

び

意

見 

 
 理 由  

 特別支援教育は、共生社会を築くうえで重要な施策であり、モデル事業

実施を契機に独自の教育環境整備や小学校入学前から中学校卒業後ま

で関係機関との連携による一貫した支援の取組を行っていることが評

価できる。 

 現在実施している児童生徒に対する個別・長期的な自立支援の内容を維

持しつつ、対象児童生徒の増加に伴う実施コストについては重点化を行

うべきである。 

 

 意 見  

 障がいのある児童生徒が他の児童生徒と同等の教育の機会を受ける権

利を得られるように事業の推進に努めて欲しい。 

 地域共生社会を広く住民に理解していただく施策でもあるため、他部局

と協働した市民理解を得る試みを実施して欲しい。 

 一方、地域共生社会は社会的包摂の概念が重要となっており、地域社会

との融合を目指した取組の推進が必要である。 

 成果指標は「満足」、「やや満足」に「普通」を加えた数値となっている

ほか、特別支援教育全体を測っており正確な評価が見えず指標の見直し

が必要である。 
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② 「郷土資料の公開と活用」 

 

市民行政アセス（市民評価会議）評価結果 

総 
 

評 

 一次評価については、担当課とのヒアリングを通じて、実施内容・評価

内容を確認した結果、妥当であると判断する。 

施
策
内
容 

の
方
向
性 

拡 充  
拡 充：事業内容を拡大・充実させる。 

維 持：現在の水準を維持する。 

縮 小：事業を縮小する。 

実
施
コ
ス
ト 

の
方
向
性 

重点化 
重点化：事務事業のコストの重点化を図る。 

維 持：事務事業のコストは現状を維持する。 

効率化：事務事業のコストを抑制する。 

理

由

及

び

意

見 

 
 理 由  

 埋蔵文化財の保護とその公開について、長年の取組の成果がイコモス勧

告に結びついたものと考えられ評価できる。 

 今後は利用価値の創出や市民理解の醸成に向けて更なる事業推進が重

要であるとともに、その費用についても重点化する必要がある。 

 

 

 意 見  

 キウス周堤墓群の魅力や価値創出に向け、他自治体との更なる広域的な

関係構築に努めることが重要である。 

 市民協働を進めるなど、市民の理解を高め、市民と共に推進する施策展

開が必要である。 

 観光資源としての利活用など新たな取組みを検討して欲しい。 

 キウス周堤墓群に限らず、他の史跡・遺跡、支笏湖、アイヌ文化、グリ

ーンツーリズム等、庁舎内外の連携した取組を行うべきである。 

 

 

(5) 各施策評価表 

各施策の施策評価表は、別表のとおり 
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令和２年度  施策評価表 〈令和３年度 評価実施〉　 施策①

　の評価です

１　施策の意図及び現状分析

目指すこと 障がいのある児童生徒の自立と社会参加に向け、一人ひとりのニーズに合った特別支援教育の充実を図ります。

  (1) 取組の方向 実施状況 該当する事務事業 令和２年度取組概要 備考

担当課 教育部学校教育課 評価者 教育部長　千田　義彦

関係課（組織順）

基本目標 学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち 展開方針 小中学校教育の充実 施策番号

施策CD 400340 施策名 特別支援教育の充実 78

3
早期からの一貫した教育支援を進めるため、「個別の教育支援計画」
や「個別の指導計画」の作成と活用を図ります。

実施中
・特別支援教育体制推進事
業費

「個別の指導計画」については、
対象となる児童生徒全員に作
成した。

2
特別支援教育体制の充実を図るため、特別支援教育支援員や児童生
徒ヘルパー等の必要な人員の適切な配置に努めます。

実施中
・特別支援教育事業
・特別支援教育体制推進事
業費

児童生徒ヘルパー32名、特別支援教
育支援員45名を必要な学校に配置し
た。

1
障がいのある子どもたちの適切な就学先について、教育支援委員会の
判定により、保護者と相談しながら自立と社会参加に向けた適正な就
学先を確保します。

実施中

・特別支援教育事業
・小学校特別支援学校等就
学者支援事業
・中学校特別支援学校等就
学者支援事業

教委育支援委員会の答申（129件）に
基づき、保護者と就学相談を行い適切
な就学先を確保した。
援助金等を支給し保護者の経済的負
担を軽減した。

6

5

4
特別支援学校の教育相談や専門家チームによる巡回相談の活用など
関係機関との連携を図り、支援体制の充実に努めます。

実施中
・特別支援教育体制推進事
業費

主査による巡回相談114回、専
門家チームによる巡回教育相
談81回実施した。

  (2) 千歳市民まちづくりアンケート調査結果（千歳市での暮らしについての「満足度」と「重要度」）

 まちづくりアンケートの項目名 ： 20. 障がいのある児童などの教育環境 市民から見てこの施策は　 区分Ⅲ

　　　　　　平成30年9月実施結果　全体散布図

 アンケート結果の比較分析

0.83 0.84 

0.30

0.80

1.30

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

満足度が高く、
重要度の優先度も高い

満足度が低く、
重要度の優先度が高い

満足度が高く、

重要度の優先度が低い

満足度が低く、

重要度の優先度も低いⅡ Ⅳ

Ⅲ

← 満足度 →

←

重
要
度

→

H30

平均

重要度

: H26.9 実施結果 : H30.9 実施結果

Ⅰ

0.000

0.826

▲ 0.60 0.00 0.60

H30 

平均

重要度

← 満足度 →

←

重
要
度
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参
考
指
標

5

4

3

－ ◎

成果指標１の推移

2

80 ― ― 80.8 ― ―

1

特別支援教育に関す
る市民の満足度

市民アンケートで「障がいのある児童などの
教育環境」に満足・やや満足・普通と回答し
た人の割合

％ 70.2 81.0

前 年 度
との比較

R2目標
達成見込指標名 指標の内容 H28 H29 H30 R1 R2

成果指標 単
位

基準値
Ｈ27

現状値
R2

目標値

実績（見込）値

２　成果指標の達成状況  「前年度との比較」 R1実績値とR2実績(見込)値との比較  「R2目標達成見込」

　◎：よくなった、○：維持、×：悪くなった、―：比較ができない
　◎：目標達成に向け順調に推移、△：目標達成が遅れる可能性有、

　×：目標達成は難しい

  (3) 施策分野の現状と課題

　　現状と課題

【現状】
・本市は、国の「特別支援教育推進体制モデル事業」の実施を契機に、平成15年度から軽度発達障がいのある児童生徒が在籍する学校（通常学級）の教育
活動を支援することを目的として、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、教育委員会における専門家チームの設置及び巡回相談の実
施など、様々な体制整備を行ってきた。また、学校現場の体制整備と並行して、障がいのある児童生徒が切れ目なく一貫した適切な指導や必要な支援を受け
るために、保護者や関係機関と児童生徒の状況や教育的支援の目標や内容等を情報共有するためのツールとして「個別の教育支援計画（通称：イエローファ
イル）」の作成や活用を推進し、学校や保護者の特別支援教育に対する理解が深まってきている。
・平成25年度には、北進小中学校を専門性の高い教育を実践する「センター校」と位置づけ、当該校が特別支援教育の中心的役割を担うとともに、市内をブ
ロック化（鉄北・鉄南・向陽台地区）し、対象児童生徒数や施設面などの条件を考慮した上で、各ブロックの学校の中から「ブロック校」を指定し、特別支援学級
を設置してきた。この「センター校」と「ブロック校」の「拠点校方式」により、障がいのある児童生徒の自立と社会参加に向けて集団生活の中で友人関係を構築
し、切磋琢磨することで社会性を養う「特別支援教育」を推進してきた。
・特別支援学級対象児童数の増加に伴う施設の狭隘化解消のため平成31年度に高台小学校（鉄北）と信濃小学校（鉄南）に特別支援学級を開設し、令和2年
度には、小中連携・小中一貫教育推進のため令和２年度に青葉中学校（鉄北）と北斗中学校（鉄南）に特別支援学級を開設し特別支援教育の充実を図ってき
た。

【課題】
・特別支援学級の対象児童生徒数の増加に伴い、本市が推進している１学校当たり10名程度の小集団による教育の維持が難しくなってきていることや、現在
も施設が狭隘化している学校がある。
・対象児童生徒の増加に応じた児童生徒ヘルパー及び特別支援教育支援員の継続した適正配置による支援体制の充実。

60

70

80

90

基準値 H28 H29 H30 R1 R2

実 績 値

H27 現状値

R 2 目標値
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現状と課題、施策目標達成に向けた改善案等

施策に
おける優
先度貢
献度

今後の
方向性

予
算

３　施策を構成する事務事業の評価 「種類」 事務事業の種類
・自主事業：市民・団体等に対し市が独自に実施する事業
・施設管理事業：市の施設、道路、公園、河川等の維持管理事業
・経常的事務：法令等による義務的事務、内部管理事務、市有地等管理事務
・ハードﾞ事業：市の施設や道路の建設等、社会資本整備事業
・法定受託事務：地方自治法に定められた法定受託事務（本来は国・北海道が行う事務を市が請け負っている事務）

拡
大

R
2

2,112

教育部学校教育課特別支援
教育係

R
3

1,900

1,969

教育部学校教育課特別支援
教育係

R
3

1,665

2

特別支援教育体制推進事業
費

自
主
事
業

　通常学級に在籍する特別な教育的
支援を要する児童生徒への支援、並
びに、教員の専門性の向上を図り特
別支援教育体制を整備・推進する。

・主査及び専門家チームが巡回して児童生徒の検
査、面談等実施し小中学校の特別支援教育体制を
支援している。・「個別の教育支援計画」等の作成
を推進している。・通常学級に特別支援教育支援
員を配置している。対象児童生徒に合わせ継続し
た適正配置が必要。

非
常
に
高
い

直接経費
のみ

担当課係

1

特別支援教育事業 自
主
事
業

障がいのある児童生徒の適正な就学
先の確保、並びに特別支援学級に児
童生徒ヘルパーを配置し教育活動の
充実を図る。

・障がい児教育相談員を1名配置し、就学相談及び
教育支援委員会の判定に基づく障がいのある児童
生徒の適正な就学先の確保をしている。
・特別支援学級に児童生徒ヘルパーを配置してい
る。対象児童生徒数に合わせ継続した適正配置が
必要。

非
常
に
高
い

拡
大

R
2

番
　
号

事務事業名 種

類
事務事業の内容

施策目標を達成するための取組 事業費(千円)

現
状
の
ま
ま

継
続

R
2

3,621

教育部学校教育課特別支援
教育係

R
3

4,347

4

中学校特別支援学校等就学
者支援事業

自
主
事
業

　障がいに配慮した適切な教育を受け
るために、就学にかかる経費や交通
費（ガソリン代、バス代）を補助するこ
とにより、経済的な負担を軽減し、均
等な教育機会を確保する。

・特別支援学級等に在籍する生徒の保護者に
通学費及び援助金を支給し、保護者の経済的
負担を軽減し、就学奨励に寄与している。
・対象者数の増加による支給額増。

高
　
い

現
状
の
ま
ま

継
続

R
2

9,169

教育部学校教育課特別支援
教育係

R
3

10,255

3

小学校特別支援学校等就学
者支援事業

自
主
事
業

　障がいに配慮した適切な教育を受け
るために、就学にかかる経費や交通
費（ガソリン代、バス代）を補助するこ
とにより、経済的な負担を軽減し、均
等な教育機会を確保する。

・特別支援学級等に在籍する児童の保護者に
通学費及び援助金を支給し、保護者の経済的
負担を軽減し、就学奨励に寄与している。
・対象者数の増加による支給額増。

高
　
い

R
2

R
3

6

R
2

R
3

5

R
2

R
3

8

R
2

R
3

7

R
2

R
3

10

R
2

R
3

9

市民一人当りコスト 187 　円

市民一人当りコスト 174 　円

R3予算額
直接経費 18,167 千円

事 業 費

R2予算額
直接経費 16,871 千円
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(2) 総合評価（上記①・②の評価結果を踏まえた部次長評価）

　総合評価に係る評価理由・所見など

(2) 総合評価  理由・意見

４　施策の評価

「事業構成の妥当性」 「施策の成果・進捗状況」 「施策内容の方向性」 「実施コスト(=予算、人件費)の方向性」

************************************************************************************************************************************

市民行政アセス（市民評価会議）

(1) 総　評 　一次評価については、担当課とのヒアリングを通じて、実施内容・評価内容を確認した結果、妥当であると判断する。

①施策内容の
方向性  理 由

から中学校卒業後まで関係機関との連携による一貫した支援の取組を行っていることが評価できる。

については重点化を行うべきである。

 意 見

えず指標の見直しが必要である。

維

持

②実施コストの
方向性

重

点

化

Ａ

①施策内容の
方向性

　障がいのある児童生徒の自立と社会参加に向け、一人ひとりのニーズに合った特別支援教育の充実を図るために、早期か
ら適切な支援が行われることが重要であり、そのために適正な就学先の確保や学校における支援体制が必要であることから
妥当な事業構成となっている。
　特別支援学級及び通常学級における発達障がいのある児童生徒の対応を含め対象児童生徒は増加しており、特別支援教
育に対するニーズは高まることが予想される。これまでセンター校とブロック校による「拠点校方式」で特別支援学級を開設して
きたが、対象児童生徒の増加に伴い小集団の維持や施設狭隘化の課題を解消するため全校配置へ方針を転換し、教育環境
の充実を図ることとした。今後も現状の水準を維持していくためには、児童生徒数に合わせた児童生徒ヘルパー及び特別支
援教育支援員の適正な継続配置、並びに、教員の専門性の維持・向上、さらに専門家チームの巡回相談等の活用により、学
校における特別支援教育体制の充実を図っていく必要がある。

拡

充

②実施コストの
方向性

重

点

化

Ａ：効果的な事業構成である（現状のまま

　　継続する）。
Ｂ：おおむね効果的な事業構成である（一
　　部見直し等の余地がある）。
Ｃ：あまり効果的な事業構成ではない（見

　　直し等の余地が大きい）。

Ａ：十分な成果が得られている（進捗状況は

　　順調である）。
Ｂ：おおむね成果が得られている（進捗状況
　　はおおむね順調である）。
Ｃ：期待した成果が得られていない（進捗状

　　況は遅れている）。

　　　　(施策目標達成のため、)

拡充：事務事業内容を拡大・充実させる。
維持：事務事業内容の水準を維持する。
縮小：事務事業内容を縮小する。

　　　　　(施策目標達成のため、)

重点化：事務事業のコストの重点化を図る。
維　 持：事務事業のコストは現状を維持す
　　　　　る。
効率化：事務事業のコストを抑制する。

(1) 施策内容の評価（事業構成の妥当性と施策の成果・進捗状況）

①事業構成の
妥当性

　評価理由・問題点

①事業構成の妥当性
　特別支援教育においては、個に応じた適切な指導及び支援を受けることによって効果的な成長が期待できることから、適正
な就学先で早期から教育を受けることが重要である。そのため、教育支援委員会の判断・判定に基づく相談員による就学相談
や「個別の教育支援計画」の作成と活用のほか、保護者の経済的負担を軽減し、障がいのある児童生徒の教育機会の確保
が必要である。
　また、学校において特別支援教育を実践するに当たり、教職員のみでは人手が足りず、対応が行き届かないこともあるた
め、児童生徒ヘルパー及び特別支援教育支援員の配置による人的支援が必要であるほか、対応が難しいケース及び経験の
少ない教員のサポートのために専門家チームが巡回相談を実施し、質の高い特別支援教育を維持することが重要である。以
上のことから、事業の構成として妥当と考える。

②施策の成果・進捗状況
・「取組の方向２」では児童生徒ヘルパーや特別支援教育支援員を継続的に配置し支援体制の充実を図っている。また、「取
組の方向４」では、特別支援学校の教育相談や主査、専門家チームによる巡回相談の活用などにより学校における支援体制
の充実が図られている。

Ａ

② 施策の成果
　　　・進捗状況
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令和２年度  施策評価表 〈令和３年度 評価実施〉　 施策②

　の評価です

１　施策の意図及び現状分析

目指すこと
千歳市の個性豊かな自然、歴史、文化とのふれあいを通じて、より多くの市民が郷土への意識を高めることを目指し、郷土資料等を収集・調査
し、公開と活用を図ります。

  (1) 取組の方向 実施状況 該当する事務事業 令和２年度取組概要 備考

担当課 教育部埋蔵文化財センター 評価者 教育部長　千田　義彦

関係課（組織順）

基本目標 学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち 展開方針 文化財の保護と活用 施策番号

施策CD 400720 施策名 郷土資料の公開と活用 89

3
郷土の自然史資料、歴史・民族資料、開拓資料等の文化財の収集・調
査・管理を行い、公開と活用を図ります。

一部実施 文化財普及啓発事業

○埋蔵文化財センター常設展示
　・開室239日、観覧者1,236人
○企画展の開催
　・「あなたのそばの遺跡たち　千歳市
内の遺跡紹介　－蘭越・真々地地区編
－」：開室61日、観覧者230人）

2
市民が自然や歴史、文化を知ることにより、郷土を考える機会を拡充し
ます。

実施中 文化財普及啓発事業

○公開講座の開催

2回開催、参加者延べ52人

○広報資料

・キウス周堤墓群パンフレット作製：日本語

版6,000部、外国語版（英語、中国語簡体

字、中国語繁体字、韓国語）各500部、子

ども版3000部

○ウェルカムコーナー：埋文センター玄関

内での出土文化財展示（２回更新）

1
郷土の自然、歴史、文化にふれ、学ぶことができる場の整備に努めま
す。

実施中 文化財普及啓発事業
○「縄文文化」体験学習会の実施
　・勾玉づくり、史跡見学会、縄文まつ
り：21回開催、参加者366人

5
国指定史跡キウス周堤墓群の施設整備を行い、公開・活用の取組を進
めます。

一部実
施

国指定史跡整備事業

○保存活用計画
・計画決定、文化庁認定、計画書印刷
○整備基本計画
・検討委員会の開催(2回)
○駐車場拡張整備
○道路案内看板設置
・埋蔵文化財センターからキウス周堤
墓群への経路上に３か所

4
指定史跡の保存・管理を行い、後世に伝えるとともに公開と活用を図り
ます。

一部実施 指定史跡保存管理業務

○美々貝塚保存施設の一般公開
　・開館186日、見学者129人
○指定史跡3件の草刈り、枯損木等の
処理、清掃等を実施。

  (2) 千歳市民まちづくりアンケート調査結果（千歳市での暮らしについての「満足度」と「重要度」）

 まちづくりアンケートの項目名 ： 22. 文化財や史跡の伝承保存 市民から見てこの施策は　 区分Ⅳ

　　　　　　平成30年9月実施結果　全体散布図

 アンケート結果の比較分析

文化財や史跡の伝承保存について、平成26年との比較では重要度の評価が上昇している。この理由として、史跡キウス周堤墓群を構成資産に含む「北海道・北東北の
縄文遺跡群」が世界文化遺産登録を目指していることから、歴史や文化について市民の注目が集まっていることが考えられる。埋蔵文化財センターは平成22年以降、千
歳の歴史や文化とふれあう拠点施設として、常設展示や講演会、体験学習会、企画展の開催等多くの文化財の普及に係る取り組みを進めてきた。この様々な取り組み
が、市民の文化財に対する理解の深まりや興味に大きく影響しており、今後も普及啓発事業のさらなる拡充が求められており、市民から期待されているものと理解され
る。

0.41
0.45 

0.30

0.80

1.30

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

満足度が高く、
重要度の優先度も高い

満足度が低く、
重要度の優先度が高い

満足度が高く、

重要度の優先度が低い

満足度が低く、

重要度の優先度も低いⅡ Ⅳ

Ⅲ

← 満足度 →

←

重
要
度

→

H30

平均

重要度

: H26.9 実施結果 : H30.9 実施結果

Ⅰ

0.000

0.826

▲ 0.60 0.00 0.60

H30 

平均

重要度

← 満足度 →

←

重
要
度

→
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参
考
指
標

5

4

3

× ◎

成果指標１の推移

2

20 27 29 29 32 24

1

郷土の自然、歴史、文
化を学ぶ機会数

体験学習、企画展、講演会、出前
講座などの開催数

回 10 34

前 年 度
との比較

R2目標
達成見込指標名 指標の内容 H28 H29 H30 R1 R2

成果指標 単
位

基準値
Ｈ27

現状値
R2

目標値

実績（見込）値

２　成果指標の達成状況  「前年度との比較」 R1実績値とR2実績(見込)値との比較  「R2目標達成見込」

　◎：よくなった、○：維持、×：悪くなった、―：比較ができない
　◎：目標達成に向け順調に推移、△：目標達成が遅れる可能性有、

　×：目標達成は難しい

  (3) 施策分野の現状と課題

　　現状と課題

【現状】
・平成22年4月に千歳市埋蔵文化財センターが開設され、千歳の自然、歴史、文化にふれあう拠点施設として、埋蔵文化財をはじめとする文化財を市内外の見学者に公
開している。団体見学においては、希望があれば職員による解説にも応じている。
・市民の理解をより深めるために、常設展示に加え、毎年テーマを変えた企画展を開催しているほか、公開講座（講演会）を年2回実施している。
・古代の人々の生活にふれる土器・石器つくり、勾玉つくり等の体験学習会を実施しており、児童をはじめとする市民が興味を持って参加してもらえるようなイベントを企画
している。
・市内の文化財への理解をさらに深めることを目的として、広報資料（パンフレット、展示解説シート等）を作成し、配布している。
・平成25年から遺跡の広がりを確認するため、キウス周堤墓群の史跡指定範囲の周辺部で部分的に発掘調査を行い、平成31年度に事業総括報告書を作成、刊行した。
・令和２年度にキウス周堤墓群の保存と活用の指針となる「史跡キウス周堤墓群保存活用計画」を策定し文化庁の認定を得た。
【課題】
埋蔵文化財センターの企画展、講演会や体験学習会の見学者・参加者の人数は、平成31年度には多少持ち直したものの、平成27年度から若干の減少傾向にある。見
学者・参加者のさらなる増加のためには、企画展や講演会、体験学習会のＰＲ（チラシ配布、ポスター設置、タウン誌への掲載依頼、ＨＰへの投稿等）を徹底し、市民が体
験学習会により参加しやすくなる工夫などが必要である。

0

20

40

基準値 H28 H29 H30 R1 R2

実 績 値

H27 現状値

R 2 目標値
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現状と課題、施策目標達成に向けた改善案等

施策に
おける優
先度貢
献度

今後の
方向性

予
算

３　施策を構成する事務事業の評価 「種類」 事務事業の種類
・自主事業：市民・団体等に対し市が独自に実施する事業
・施設管理事業：市の施設、道路、公園、河川等の維持管理事業
・経常的事務：法令等による義務的事務、内部管理事務、市有地等管理事務
・ハードﾞ事業：市の施設や道路の建設等、社会資本整備事業
・法定受託事務：地方自治法に定められた法定受託事務（本来は国・北海道が行う事務を市が請け負っている事務）

現
状
の
ま
ま
継

続

R
2

1,414

教育部埋蔵文化財センター管
理係

R
3

1,787

2,631

教育部埋蔵文化財センター調
査係

R
3

3,572

2

指定史跡保存管理業務
経
常
的
事
務

国指定史跡、市指定史跡におい
て、下草刈り、枝落し、倒木・掛木
の処理、清掃の環境整備を行う。

キウス周堤墓群の環境整備は市民団体に依頼し
ており、地域住民が業務を担うことで、市民の郷土
への意識を高めることに寄与する。

高
　
い

直接経費
のみ

担当課係

1

文化財普及啓発事業 自
主
事
業

地域の自然・歴史・文化を理解する
ための企画展、公開講座、体験学
習会を実施し、広報資料を製作す
る。

企画展や公開講座（講演会）、体験学習会等の普
及啓発事業の見学者・参加者の増加を図るため、
周知方法、実施回数や時期、内容について検討す
る。

非
常
に
高
い

現
状
の
ま
ま
継

続

R
2

番
　
号

事務事業名 種

類
事務事業の内容

施策目標を達成するための取組 事業費(千円)

拡
大

R
2

15,207

教育部埋蔵文化財センター管理係・調査

係／主幹（国指定史跡担当）

R
3

19,903

4

国指定史跡整備事業 自
主
事
業

キウス周堤墓群の今後の整備の基
本方針となる整備基本計画を策定
する。

市民が「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資
産であるキウス周堤墓群の価値を理解し、次世代
に継承するためには、整備基本計画に基づき、各
種設計を行ったうえで、段階的に整備を進めていく
必要がある。

高
　
い

現
状
の
ま
ま
継

続

R
2

6,669

教育部埋蔵文化財センター管
理係

R
3

6,438

3

埋蔵文化財センター管理業務

施
設
管
理
事
業

文化財普及活動の拠点施設である
埋蔵文化財センターの清掃、設備
機器等保守、施設維持補修を行
う。

千歳の自然・歴史・文化とふれあう拠点施設とし
て、その重要度は高く、今後も維持管理を継続す
る。展示・収蔵する文化財の保全のために、老朽
化した箇所については必要に応じて対処する。

高
　
い

R
2

R
3

6

R
2

R
3

5

R
2

R
3

8

R
2

R
3

7

R
2

R
3

10

R
2

R
3

9

市民一人当りコスト 326 　円

市民一人当りコスト 267 　円

R3予算額
直接経費 31,700 千円

事 業 費

R2予算額
直接経費 25,921 千円
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(2) 総合評価（上記①・②の評価結果を踏まえた部次長評価）

　総合評価に係る評価理由・所見など

(2) 総合評価  理由・意見

４　施策の評価

「事業構成の妥当性」 「施策の成果・進捗状況」 「施策内容の方向性」 「実施コスト(=予算、人件費)の方向性」

************************************************************************************************************************************

市民行政アセス（市民評価会議）

(1) 総　評 　一次評価については、担当課とのヒアリングを通じて、実施内容・評価内容を確認した結果、妥当であると判断する。

①施策内容の
方向性

 
 理　由

必要がある。

 意 見

きである。

拡

充

②実施コストの
方向性

重

点

化

Ｂ

①施策内容の
方向性 　

　文化財を確実に将来へ継承していくためには、その価値と重要性の普及啓発が必要であり、妥当な事業構成となっている。
引き続き普及啓発に努めるとともに、効果的な企画展示会の開催に向けて、開催時期等を検討する必要がある。
　また、国指定史跡キウス周堤墓群の公開・活用については、順調に進めば令和３年度にも世界文化遺産に登録されることか
ら、急増すると予測される見学者に対応するために暫定整備を早急に進めるとともに、整備基本計画や各種設計を策定し、施
設整備を早期に実施する必要がある。

拡

充

②実施コストの
方向性

重

点

化

Ａ：効果的な事業構成である（現状のまま

　　継続する）。

Ｂ：おおむね効果的な事業構成である（一

　　部見直し等の余地がある）。

Ｃ：あまり効果的な事業構成ではない（見

　　直し等の余地が大きい）。

Ａ：十分な成果が得られている（進捗状況は

　　順調である）。

Ｂ：おおむね成果が得られている（進捗状況

　　はおおむね順調である）。

Ｃ：期待した成果が得られていない（進捗状

　　況は遅れている）。

　　　　(施策目標達成のため、)

拡充：事務事業内容を拡大・充実させる。

維持：事務事業内容の水準を維持する。

縮小：事務事業内容を縮小する。

　　　　　(施策目標達成のため、)

重点化：事務事業のコストの重点化を図る。

維　 持：事務事業のコストは現状を維持す

　　　　　る。

効率化：事務事業のコストを抑制する。

(1) 施策内容の評価（事業構成の妥当性と施策の成果・進捗状況）

①事業構成の
妥当性

　評価理由・問題点

【事業構成の妥当性】
　文化財普及啓発事業は企画展や公開講座、体験学習を通して、千歳市の自然、歴史、文化にふれ、学ぶことができる場を
提供し、市民が自然や歴史、文化を知ることにより、郷土を考える機会を拡充するとともに各種の普及啓発を図る事業構成で
あることから、妥当であると考える。
　指定史跡保存管理業務は指定史跡の保存・管理を行い後世に伝え、公開と活用を図るとともに、さらに地域住民に業務を
担ってもらうことで、郷土への意識を高める効果もある。
　国指定史跡整備事業は、キウス周堤墓群の公開・活用、世界遺産登録に向けた施設整備を目的としており妥当である。
　最後に埋蔵文化財センター管理業務は、市民への普及啓発の拠点施設であるセンターの維持管理を通して、施策の全体の
目的達成に貢献する。
【施策の成果・進捗状況】
　普及啓発事業における体験学習会、講演会、企画展の来場者・参加者は平成27年度以来、若干の減少傾向にあった。その
ため令和２年度は気軽に参加しやすい体験学習会として「縄文まつり」の実施回数を増やし、市民の関心を引きやすい身近な
テーマの企画展を実施したところ、これらの参加者は大きく増加し、成果が見られた。しかし新型コロナウイルス感染症の影響
により行事全体の実施回数や定員は減少を余儀なくされたため、合計参加者は前年度よりも減少する結果となった。今後も内
容や開催時期等についての見直しや再検討は継続して行う必要がある。また、各行事のＰＲ方法についても、適宜見直しを図
り、多くの市民に参加してもらえるよう周知を徹底する。これらの事業はキウス周堤墓群や縄文遺跡群への市民の関心をさら
に高めることにつながることから重要な施策として継続する必要がある。

Ａ

② 施策の成果
　　　・進捗状況



２ 令和３年度 千歳市市民評価会議委員名簿 

（敬称略） 

区   分 

（分  野） 
氏   名 所 属 団 体 備 考 

学識経験者 山 中
やまなか

  明生
あきお

  公立千歳科学技術大学 会長 

住民の意見を 

代表する者 

（総合調整） 
蓼 内
たてうち

  深雪
みゆき

 千歳市市民協働推進会議  

住民の意見を 

代表する者 

（生活福祉） 
山 北
やまきた

   武
たけし

 千歳市社会福祉協議会  

住民の意見を 

代表する者 

（地域経済） 
増子
ますこ

  洋行
ひろゆき

 千歳市商店街振興組合連合会  

住民の意見を 

代表する者 

（教育文化） 
喜多
き た

  康
やす

裕
ひろ

 千歳市ＰＴＡ連合会  

公   募 吉田
よしだ

  純 一
じゅんいち

 － 副会長 

公   募 秦
はた

  由基
ゆ き

 －  

アドバイザー  

 

   

氏  名 所   属   団   体 

篠 原
しのはら

 辰二
しんじ

 
特定非営利活動法人 Ｆacilitator Ｆellows 

（ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ ﾌｪﾛｰｽﾞ） 
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千歳市市民評価会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市の施策及び事業について、市民の視点に立ち評価を行うことにより、評価の

客観性及び透明性を確保し、もって効率的な行政運営を推進するため、千歳市市民評

価会議（以下「評価会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項) 

第２条 評価会議は、市の施策及び事業の評価に関する事項について調査審議する。 

 

（組織) 

第３条 評価会議は、委員７人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

（１）学識経験者 

（２）住民の意見を代表する者 

（３）その他市長が特に必要と認める者 

３ 評価会議には、必要に応じアドバイザーを置くことができる。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 評価会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、評価会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（議事） 

第６条 評価会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 評価会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に評価会議の出席を求め、意見又は説

明を聴くことができる。 
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４ 評価会議は公開する。ただし、公開することにより評価会議に著しい支障を及ぼす

おそれのある場合その他相当の理由があると会長が認めた場合は、これを非公開とす

ることができる。 

 

（庶務） 

第７条 評価会議の庶務は、千歳市企画課において行う。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、会長が評

価会議に諮って定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年２月２８日から施行する。 

  附 則（平成２６年１月３１日市長決裁） 

この要綱は、平成２６年１月３１日から施行する。 
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